
公
立
高
等
学
校
に
係
る
授
業
料
の
不
徴
収
及
び
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
六
日

参

議

院

文

教

科

学

委

員

会

政
府
及
び
関
係
者
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
特
段
の
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。

一
、
本
法
の
施
行
か
ら
三
年
を
経
過
し
た
後
、
学
校
現
場
や
地
方
公
共
団
体
等
に
対
す
る
本
制
度
の
影
響
、
低
所
得
世
帯
へ
の

経
済
的
支
援
の
拡
充
や
公
私
間
の
教
育
費
負
担
格
差
是
正
の
状
況
等
、
本
制
度
の
具
体
的
効
果
や
影
響
を
様
々
な
角
度
か
ら

検
証
し
た
上
で
、
全
て
の
子
ど
も
た
ち
に
教
育
の
機
会
均
等
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
速
や
か
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も

の
と
す
る
こ
と
。

二
、
本
制
度
の
趣
旨
・
内
容
及
び
就
学
支
援
金
支
給
に
係
る
具
体
的
要
件
・
手
続
に
つ
い
て
、
当
事
者
・
関
係
者
に
対
す
る
周

知
・
説
明
を
十
分
に
行
う
こ
と
。
特
に
、
進
路
選
択
の
時
期
に
当
た
る
中
学
三
年
生
の
生
徒
及
び
保
護
者
が
、
制
度
変
更
等

の
影
響
に
よ
り
、
進
路
の
変
更
や
断
念
を
迫
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
特
段
の
配
慮
を
行
う
こ
と
。

三
、
就
学
支
援
金
の
受
給
資
格
の
認
定
に
当
た
っ
て
は
、
本
来
就
学
支
援
金
の
受
給
権
を
持
つ
生
徒
等
が
支
給
か
ら
漏
れ
る
こ



と
の
な
い
よ
う
十
分
な
対
策
を
講
ず
る
こ
と
。
特
に
、
家
庭
環
境
等
の
実
情
に
も
十
分
考
慮
し
、
教
育
費
を
支
出
す
る
こ
と

が
困
難
な
生
徒
等
に
対
し
て
は
別
途
、
特
段
の
配
慮
を
行
う
こ
と
。

四
、
受
給
資
格
認
定
の
た
め
の
申
請
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
そ
の
過
程
に
お
け
る
生
徒
等
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
や
個
人
情
報
の

保
護
・
管
理
に
関
し
て
十
分
な
対
策
を
講
ず
る
と
と
も
に

学
校
現
場
で
生
徒
等
が
分
断
・
差
別
さ
れ
た
り

い
わ
ゆ
る

ス

、

、

「

テ
ィ
グ
マ
」
に
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
十
分
な
配
慮
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
事
務
処
理
等
の
た
め
に
地
方
公
共

、

、

団
体
や
学
校
現
場
に
相
当
の
事
務
量
が
発
生
す
る
こ
と
に
鑑
み

要
員
の
確
保
や
様
々
な
財
政
措
置
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り

そ
の
負
担
軽
減
に
努
め
る
こ
と
。

五
、
急
な
家
計
変
動
が
生
じ
た
生
徒
等
に
対
し
て
は
、
授
業
料
減
免
の
早
急
な
実
施
等
に
よ
り
、
就
学
支
援
金
の
支
給
や
加
算

が
開
始
さ
れ
る
ま
で
の
接
続
を
確
保
す
る
な
ど
、
教
育
の
継
続
に
支
障
が
な
い
よ
う
特
段
の
配
慮
を
行
う
こ
と
。

六
、
高
等
学
校
等
の
中
途
退
学
後
の
再
入
学
な
ど
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
修
業
年
限
を
超
え
て
在
学
し
て
い
る
生
徒
等

に
対
す
る
授
業
料
徴
収
に
関
し
て
は
、
教
育
的
な
配
慮
を
十
分
に
行
う
こ
と
。
特
に
、
定
時
制
・
通
信
制
の
高
等
学
校
に
つ

い
て
は
、
様
々
な
事
情
を
抱
え
て
い
る
生
徒
が
多
い
こ
と
に
鑑
み
、
特
段
の
配
慮
を
行
う
こ
と
。

七
、
教
育
は
未
来
へ
の
投
資
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
就
学
支
援
金
に
つ
い
て
は
、
将
来
的
に
所
得
制
限
を
行
う
こ
と
な
く
、
全



て
の
生
徒
等
に
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
必
要
な
予
算
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
引
き
続
き
教
育
費
負
担
の
軽

減
を
図
る
と
と
も
に
、
一
層
の
教
育
予
算
の
拡
充
に
努
め
る
こ
と
。

八
、
所
得
制
限
の
導
入
に
よ
り
捻
出
さ
れ
る
財
源
に
つ
い
て
は
、
公
私
間
格
差
の
縮
減
や
、
奨
学
の
た
め
の
給
付
金
の
創
設
な

ど
教
育
費
負
担
軽
減
施
策
に
確
実
に
用
い
る
こ
と
。
そ
の
た
め
に
、
平
成
二
十
六
年
度
予
算
は
も
と
よ
り
、
今
後
の
予
算
編

成
を
通
じ
て
最
大
限
の
努
力
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
財
源
が
地
方
公
共
団
体
に
よ
っ
て
確
実
か
つ
継
続
的
に
就
学
支
援
の

拡
充
の
た
め
に
使
わ
れ
る
よ
う
、
強
く
要
請
し
、
毎
年
そ
の
状
況
に
つ
い
て
調
査
・
確
認
を
行
う
こ
と
。

九
、
国
際
人
権
Ａ
規
約
に
お
け
る
中
等
教
育
の
漸
進
的
無
償
化
条
項
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
後
期
中
等
教
育
の
無
償
化
を
早
期
に

実
現
す
る
よ
う
最
大
限
努
力
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


